
職保発 0331第４号 

令和２年３月 31日 

 

 

 

全国社会保険労務士会連合会会長 殿 

 

 

厚生労働省職業安定局雇用保険課長 

 

 

社会保険労務士の電子申請における雇用保険関係手続に係る 

事業主の電子署名の省略について 

 

日頃から、雇用保険行政に御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

標記につきましては、平成 20年６月 23日付け「社会保険労務士の電子申請におけ

る社会保険及び雇用保険関係手続に係る事業主の電子署名の省略について」（職保発

0623001号、庁文発第 0623002号。以下、「平成 20年通知」という。）により、お知ら

せしているところですが、令和２年４月１日から、経済産業省が提供する、一つのＩ

Ｄパスワードで複数の行政サービスにアクセスできる認証システム（以下、「Ｇビズ

ＩＤ」という。）を活用した電子申請サービスが開始され、「厚生労働省の所管する法

令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を

改正する省令」（令和元年厚生労働省令第 80号）に基づき、これまでの電子証明書に

加えてＧビズＩＤも利用可能となることから、令和２年４月１日以降の取扱いを下記

のとおり改めることとしましたので、貴連合会の御協力を賜りますようお願い申し上

げます。 

なお、これに伴い、平成 20年通知は廃止いたします。 

 

 

記 

 

１ 対象手続 

対象となるのは、社会保険労務士が、電子申請により事業主の提出代行を行う

雇用保険関係手続です。 

 



２ 社会保険労務士が事業主の提出代行者であることを証明することができるも

のについて 

事業主の電子署名の代替となり得る「社会保険労務士が事業主の提出代行者で

あることを証明することができるもの」とは、委任状、契約書等の名称にかかわ

らず、事業主が自らの申請書等の提出に関する手続を自らに代わって当該社会保

険労務士に行わせることとしていることが明らかであるもの（以下「証明書」と

いう。）をいいます。 

なお、電子申請に添付する証明書（電磁的記録化されたもの）は、必ずしも印

影の赤色が確認できるものでなく、白黒のもので差し支えありません。 

 

３ 証明書の具体例について 

証明書は、その内容から、有効なものであることを明確に判断できるものでな

ければなりません。 

証明書の具体例は、別紙１のとおりであり、ＧビズＩＤによる電子申請の場合

においては、社会保険労務士証票の写しの貼付が必要です。 

なお、令和２年４月１日以降に証明書の新規交付を行う場合は、別紙１の様式

によることとなりますが、令和２年３月 31 日より前に使用されていた別紙２の

様式については、委託に変更がない限り、令和２年４月１日以降も引き続き当該

様式を使用して社会保険労務士に係る電子証明書により電子申請ができます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

提出代行に関する証明書 
 

令和  年  月  日 
 

○社会保険労務士事務所所在地                            

 

○社会保険労務士事務所名称                             

 

○社会保険労務士氏名                                

 

○登録番号        

 

私は、上記の者に、労働社会保険諸法令に基づく届書等の提出代行事務を委託していることを証します。 

 また、私の署名に代わり、この証明書をもって、上記の者が提出代行して電子申請を行うことに同意し 

ます。 

以上 

 

○事業所所在地                                 

 

○事業所名称                                  

 

○事業主氏名                              ○印    

 

社 会 保 険 

労  務  士 

記  入  欄 

 この証明書は、今般の届書等の提出に関する手続において有効であることを証します。 

          

氏名                 ○印     

 

 

        

 

 

 

 

 

Gビズ IDによる申請の場合、 

社会保険労務士証票コピー貼付（表

面） 

※電子証明書による申請の場合は、貼

付不要 

（別紙１） 

 

 

 

 

 

Gビズ IDによる申請の場合、 

社会保険労務士証票コピー貼付（裏

面） 

※記載がある場合のみ 

※電子証明書による申請の場合は、貼

付不要 



（別紙２） 

提出代行に関する証明書（継続委託用） 

 

平成  年  月  日 

 

 

○社会保険労務士事務所名称                        

 

○事務所所在地                              

 

○登録番号  

 

○社会保険労務士氏名                           

 

 

私は、上記の者に、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の提出代行事務を委託している

ことを証します。 

また、私の署名に代わり、この証明書をもって、上記の者が提出代行して電子申請を行う

ことに同意します。 

 

以上 

 

 

○事業所名称                               

 

○事業所所在地                              

 

○事業主氏名                            ○印   

 

 

 

 社 会 保 険 

労 務 士 

記 入 欄 

この証明書は、今般の申請書等の提出に関する手続において有効である

ことを証します。 

氏名                  ○印    

        

 

令和２年３月 31日をもって新規交付終了 



厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報

通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政

手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
趣
旨
等
）

（
趣
旨
等
）

第
一
条

行
政
機
関
等
に
対
し
て
行
う
こ
と
と
さ

れ
、
又
は
行
政
機
関
等
が
行
う
こ
と
と
し
て
い
る

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く

手
続
等
を
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の

推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百

五
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
六
条
か
ら

第
九
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
子
情
報
処
理

組
織
又
は
電
磁
的
記
録
を
使
用
し
て
行
わ
せ
、
又

は
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
令
（
告
示
を

含
む
。）、
条
例
、
地
方
公
共
団
体
の
規
則
並
び
に

地
方
公
共
団
体
の
機
関
の
定
め
る
規
則
及
び
規
程

に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の

省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
一
条

行
政
機
関
等
に
対
し
て
行
う
こ
と
と
さ

れ
、
又
は
行
政
機
関
等
が
行
う
こ
と
と
し
て
い
る

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く

手
続
等
を
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律

第
百
五
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
三
条

か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
子
情
報

処
理
組
織
又
は
電
磁
的
記
録
を
使
用
し
て
行
わ

せ
、
又
は
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、他
の
法
令（
告

示
を
含
む
。）、
条
例
、
地
方
公
共
団
体
の
規
則
並

び
に
地
方
公
共
団
体
の
機
関
の
定
め
る
規
則
及
び

規
程
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、

こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

行
政
機
関
等
に
対
し
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
、
又

は
行
政
機
関
等
が
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
厚
生
労

働
省
の
所
管
す
る
法
令
（
告
示
を
含
む
。）の
規
定

に
基
づ
く
手
続
等
（
法
第
六
条
か
ら
第
九
条
ま
で

の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。）を
、
電
子
情
報

処
理
組
織
又
は
電
磁
的
記
録
を
使
用
し
て
行
わ

せ
、
又
は
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、他
の
法
令（
告

示
を
含
む
。）、
条
例
、
地
方
公
共
団
体
の
規
則
並

２

行
政
機
関
等
に
対
し
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
、
又

は
行
政
機
関
等
が
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
厚
生
労

働
省
の
所
管
す
る
法
令
（
告
示
を
含
む
。）の
規
定

に
基
づ
く
手
続
等
（
法
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で

の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。）を
、
電
子
情
報

処
理
組
織
又
は
電
磁
的
記
録
を
使
用
し
て
行
わ

せ
、
又
は
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、他
の
法
令（
告

示
を
含
む
。）、
条
例
、
地
方
公
共
団
体
の
規
則
並

び
に
地
方
公
共
団
体
の
機
関
の
定
め
る
規
則
及
び

規
程
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、

法
第
六
条
か
ら
第
九
条
ま
で
の
規
定
及
び
第
三
条

か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
手
続
等
が
他
の
法
令
（
法

律
及
び
政
令
を
除
き
、
告
示
を
含
む
。）の
規
定
に

よ
り
電
磁
的
記
録
の
み
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
と

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
法
第
六
条
及
び

第
七
条
並
び
に
第
四
条
第
一
項
及
び
第
九
条
中

「
書
面
等
」
と
あ
る
の
は
「
電
磁
的
記
録
」
と
、

第
四
条
第
一
項
及
び
第
九
条
中
「
記
載
す
べ
き
」

と
あ
る
の
は
「
記
録
す
べ
き
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

び
に
地
方
公
共
団
体
の
機
関
の
定
め
る
規
則
及
び

規
程
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、

法
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
及
び
第
三
条

か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
手
続
等
が
他
の
法
令
（
法
律

及
び
政
令
を
除
き
、
告
示
を
含
む
。）の
規
定
に
よ

り
電
磁
的
記
録
の
み
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
と
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
法
第
三
条
及
び
第

四
条
並
び
に
第
三
条
第
一
項
及
び
第
六
条
第
三
項

中
「
書
面
等
」
と
あ
る
の
は
「
電
磁
的
記
録
」と
、

第
三
条
第
一
項
及
び
第
六
条
第
三
項
中
「
記
載
す

べ
き
」
と
あ
る
の
は
「
記
録
す
べ
き
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

（
申
請
等
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
）

第
三
条

法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令

で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
は
、
申
請
等
が
行

わ
れ
る
べ
き
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
と
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
で
あ
っ
て
当
該
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
接
続
し
た
際
に
当
該
行
政
機
関
等

か
ら
付
与
さ
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
正
常
に
稼
働
さ

せ
ら
れ
る
機
能
（
当
該
行
政
機
関
等
か
ら
プ
ロ
グ

ラ
ム
が
付
与
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。）を
備
え
て
い

る
も
の
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
も
の
と

す
る
。

（
新
設
）

（
申
請
等
の
入
力
事
項
等
）

（
申
請
等
の
入
力
事
項
等
）

第
四
条

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
等
を
行
う
者
は
、

当
該
申
請
等
に
つ
き
規
定
し
た
法
令
の
規
定
に
よ

り
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
る
事
項

（
次
項
に
規
定
す
る
事
項
を
除
く
。）及
び
電
子
情

報
処
理
組
織
の
使
用
に
当
た
り
必
要
な
事
項
と
し

て
行
政
機
関
等
が
入
力
を
求
め
る
事
項
を
、
前
条

に
規
定
す
る
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
、
申
請
等
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
等
を
行
う
者
は
、

当
該
申
請
等
に
つ
き
規
定
し
た
法
令
の
規
定
に
よ

り
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
る
事
項

（
次
項
に
規
定
す
る
事
項
を
除
く
。）及
び
電
子
情

報
処
理
組
織
の
使
用
に
当
た
り
必
要
な
事
項
と
し

て
行
政
機
関
等
が
入
力
を
求
め
る
事
項
を
、
同
項

に
規
定
す
る
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
で
あ
っ
て
、
行
政
機
関
等
が
定
め
る
技

術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
か
ら
入
力
し
て
、
申

請
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令和元年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
号

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効

率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
元
年
法
律
第
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、及
び
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律（
平

成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る

情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信





２

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
が
行
わ
れ
る
場
合

に
お
い
て
、
行
政
機
関
等
は
、
当
該
申
請
等
に
つ

き
規
定
し
た
法
令
（
告
示
を
含
む
。）の
規
定
に
よ

り
添
付
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
る
書
面
等
又
は
電
磁

的
記
録
に
記
載
さ
れ
、
若
し
く
は
記
録
さ
れ
て
い

る
事
項
又
は
記
載
す
べ
き
若
し
く
は
記
録
す
べ
き

事
項
を
、あ
わ
せ
て
入
力
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
が
行
わ
れ
る
場
合

に
お
い
て
、
行
政
機
関
等
は
、
当
該
申
請
等
に
つ

き
規
定
し
た
法
令
の
規
定
に
よ
り
添
付
す
べ
き
こ

と
と
さ
れ
る
書
面
等
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
さ

れ
、
若
し
く
は
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
記
載

す
べ
き
若
し
く
は
記
録
す
べ
き
事
項
を
、
あ
わ
せ

て
入
力
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
）

３

前
二
項
に
規
定
す
る
入
力
は
、
行
政
機
関
等
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通

じ
て
接
続
で
き
る
機
能
及
び
接
続
し
た
際
に
当
該

行
政
機
関
等
か
ら
付
与
さ
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
正

常
に
稼
働
さ
せ
ら
れ
る
機
能
（
当
該
行
政
機
関
等

か
ら
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
付
与
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。）

を
備
え
た
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

行
政
機
関
等
は
、
申
請
等
を
行
う
者
が
、
前
項

に
規
定
す
る
事
項
を
入
力
す
る
場
合
に
お
い
て
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
（
法
第
十
一
条
の
規
定

の
適
用
が
あ
る
場
合
を
除
く
。）に
は
、
当
該
申
請

等
に
つ
い
て
規
定
し
た
法
令
（
法
律
及
び
政
令
を

除
き
、
告
示
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項

の
入
力
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

４

行
政
機
関
等
は
、
申
請
等
を
行
う
者
が
、
第
二

項
に
規
定
す
る
事
項
を
入
力
す
る
場
合
に
お
い

て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
等

に
つ
い
て
規
定
し
た
法
令
（
法
律
及
び
政
令
を
除

き
、
告
示
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の

入
力
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

４

（
略
）

５

（
略
）

５

法
第
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術

を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る

も
の
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
等
を
行
っ
た

こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
当
該
手

数
料
を
納
付
す
る
方
法
と
す
る
。

６

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
っ
た
者
が

手
数
料
を
納
付
す
る
と
き
は
、
当
該
申
請
等
を

行
っ
た
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り

当
該
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

７

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
っ
た
者
が

法
令
（
法
律
及
び
政
令
を
除
き
、
告
示
を
含
む
。）

の
規
定
に
よ
り
収
入
印
紙
を
も
っ
て
納
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
手
数
料
を
納
付
す

（
電
子
署
名
等
）

（
電
子
署
名
等
）

第
五
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
し
て
行
政
機
関
等
が
電
子
署
名
を

要
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
申
請
等
を
行
お
う
と
す

る
者
は
、
入
力
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
に
電

子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証

明
書
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
四
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
し
て
行
政
機
関
等
が
電
子
署
名
を

要
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
申
請
等
を
行
お
う
と
す

る
者
は
、
入
力
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
に
電

子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証

明
書
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ

ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
三
条
第
一

項
に
規
定
す
る
署
名
用
電
子
証
明
書

二

電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ

ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
署
名
用
電
子
証
明
書

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
し
て
行
政
機
関
等
が
識
別
番
号
及
び
暗

証
番
号
の
入
力
を
要
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
申
請

等
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
こ
れ
ら
の
番
号
を
法

第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
等
を
す
る
者
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
そ
の
申

請
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
し
て
行
政
機
関
等
が
識
別
番
号
及
び
暗

証
番
号
の
入
力
を
要
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
申
請

等
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
こ
れ
ら
の
番
号
を
法

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
等
を
す
る
者
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
そ
の
申

請
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
し
て
行
政
機
関
等
が
識
別
番
号
及
び
暗

証
番
号
の
入
力
並
び
に
個
人
の
身
体
の
一
部
の
特

徴
を
電
子
計
算
機
の
用
に
供
す
る
た
め
に
変
換
し

た
符
号
そ
の
他
の
申
請
等
を
行
う
者
を
認
証
す
る

た
め
の
符
号
（
以
下
「
生
体
認
証
符
号
等
」
と
い

う
。）の
使
用
を
要
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
申
請
等

を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
識
別
番
号
及
び
暗
証
番

号
を
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
か
ら
入
力
し
生
体
認
証
符
号
等
を
使
用
し
て
そ

の
申
請
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

る
と
き
は
、
当
該
手
数
料
を
収
入
印
紙
を
も
っ
て

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
該
手
数
料
を
現
金
で
納
付
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
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５

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
し
て
行
政
機
関
等
が
識
別
番
号
の
入
力

及
び
生
体
認
証
符
号
等
の
使
用
を
要
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
申
請
等
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
識
別

番
号
を
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
か
ら
入
力
し
生
体
認
証
符
号
等
を
使
用
し
て

そ
の
申
請
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

６

前
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
等
を
行
お
う
と
す

る
者
は
、
申
請
等
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ

の
他
必
要
な
事
項
を
行
政
機
関
等
が
指
定
す
る
方

法
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。た
だ
し
、

行
政
機
関
等
か
ら
あ
ら
か
じ
め
第
三
項
若
し
く
は

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
等
に
係
る
識
別
番
号

及
び
暗
証
番
号
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
等

に
係
る
識
別
番
号
の
通
知
を
受
け
て
い
る
者
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
等
を
行
お
う
と
す
る

者
は
、
申
請
等
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の

他
必
要
な
事
項
を
行
政
機
関
等
が
指
定
す
る
方
法

に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

行
政
機
関
等
か
ら
あ
ら
か
じ
め
前
項
の
規
定
に
よ

る
申
請
等
に
係
る
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
の
通

知
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

７

行
政
機
関
等
は
、
前
項
の
届
出
を
受
け
た
と
き

は
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申

請
等
に
係
る
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
又
は
第
五

項
の
規
定
に
よ
る
申
請
等
に
係
る
識
別
番
号
を
付

し
、
こ
れ
ら
の
番
号
を
当
該
届
出
を
行
っ
た
者
に

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

５

行
政
機
関
等
は
、
前
項
の
届
出
を
受
け
た
と
き

は
、
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
を
付
し
、
こ
れ
ら

の
番
号
を
当
該
届
出
を
行
っ
た
者
に
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

８

前
項
の
通
知
を
受
け
た
者
は
、
第
六
項
の
規
定

に
よ
り
届
け
出
た
事
項
そ
の
他
の
行
政
機
関
等
が

指
定
す
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
、
暗
証
番

号
を
変
更
す
る
と
き
又
は
識
別
番
号
及
び
暗
証
番

号
の
使
用
を
廃
止
す
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
行

政
機
関
等
が
指
定
す
る
方
法
に
よ
り
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

６

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
識
別
番
号
及
び
暗
証
番

号
を
通
知
さ
れ
た
者
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

届
け
出
た
事
項
そ
の
他
の
行
政
機
関
等
が
指
定
す

る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
、
暗
証
番
号
を
変

更
す
る
と
き
又
は
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
の
使

用
を
廃
止
す
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
行
政
機
関

等
が
指
定
す
る
方
法
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
署
名
等
に
代
わ
る
措
置
）

（
署
名
等
に
代
わ
る
措
置
）

第
六
条

法
第
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令

で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

第
五
条

法
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令

で
定
め
る
措
置
は
、
電
子
署
名
を
行
い
、
前
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
電
子
証
明
書
を
当
該
申
請
等

一

電
子
署
名
を
行
い
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
電
子
証
明
書
を
当
該
申
請
等
と
併
せ
て
送

信
す
る
こ
と

（
新
設
）

二

前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
識
別
番
号
及
び
暗

証
番
号
を
入
力
す
る
こ
と

（
新
設
）

三

前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
識
別
番
号
及
び
暗

証
番
号
を
入
力
し
生
体
認
証
符
号
等
を
使
用
す

る
こ
と

（
新
設
）

四

前
条
第
五
項
に
規
定
す
る
識
別
番
号
を
入
力

し
生
体
認
証
符
号
等
を
使
用
す
る
こ
と

（
新
設
）

２

法
第
七
条
第
四
項
及
び
第
九
条
第
三
項
に
規
定

す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
処
分
通
知
等
に
記
録
さ

れ
た
情
報
又
は
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
等
が
行

わ
れ
た
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
電
子
証
明
書

を
添
付
す
る
こ
と
と
す
る
。

２

法
第
四
条
第
四
項
及
び
第
六
条
第
三
項
に
規
定

す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
処
分
通
知
等
に
記
録
さ

れ
た
情
報
又
は
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
等
が
行

わ
れ
た
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
電
子
証
明
書

を
添
付
す
る
こ
と
と
す
る
。

と
併
せ
て
送
信
す
る
こ
と
又
は
前
条
第
三
項
に
規

定
す
る
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
を
入
力
し
て
申

請
等
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

（
申
請
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く

不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
）

第
七
条

法
第
六
条
第
六
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令

で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

（
新
設
）

一

申
請
等
を
す
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本

人
確
認
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
当
該
申
請
等
が

行
わ
れ
る
べ
き
行
政
機
関
等
が
認
め
る
場
合

二

申
請
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本

を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
と
当
該

申
請
等
が
行
わ
れ
る
べ
き
行
政
機
関
等
が
認
め

る
場
合

三

申
請
等
に
係
る
事
項
に
虚
偽
が
な
い
か
ど
う

か
を
対
面
に
よ
り
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
当

該
申
請
等
が
行
わ
れ
る
べ
き
行
政
機
関
等
が
認

め
る
場
合
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（
処
分
通
知
等
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
）

第
八
条

法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令

で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
は
、
行
政
機
関
等

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
処
分
通
知
等
を
受

け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
当

該
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
接

続
し
た
際
に
当
該
行
政
機
関
等
か
ら
付
与
さ
れ
る

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
正
常
に
稼
働
さ
せ
ら
れ
る
機
能

（
当
該
行
政
機
関
等
か
ら
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
付
与
さ

れ
る
場
合
に
限
る
。）を
備
え
て
い
る
も
の
と
を
電

気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
と

す
る
。

（
新
設
）

（
処
分
通
知
等
の
入
力
事
項
等
）

（
処
分
通
知
等
の
入
力
事
項
等
）

第
九
条

（
削
る
）

第
六
条

行
政
機
関
等
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等

に
対
す
る
諾
否
の
応
答
と
し
て
処
分
通
知
等
を
行

う
場
合
に
は
、
当
該
処
分
通
知
等
を
受
け
る
べ
き

者
が
あ
ら
か
じ
め
書
面
等
に
よ
っ
て
処
分
通
知
等

を
受
け
る
こ
と
を
求
め
る
と
き
を
除
き
、
当
該
処

分
通
知
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
）

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
行
政
機
関
等

は
、
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
が
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
し
て
処
分
通
知
等
を
受
け
る
こ
と
を

申
し
出
た
と
き
に
限
り
、
当
該
処
分
通
知
等
を
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

行
政
機
関
等
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
処
分
通
知
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

す
る
方
法
に
よ
り
行
う
と
き
は
、
当
該
処
分
通
知

等
に
つ
き
規
定
し
た
法
令
の
規
定
に
よ
り
書
面
等

に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
る
事
項
を
前
条
に
規

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
し
て
処
分
通
知
等
を
行
お
う
と
す
る
行
政
機

関
等
は
、
当
該
処
分
通
知
等
に
つ
き
規
定
し
た
法

令
の
規
定
に
よ
り
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と

さ
れ
る
事
項
を
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行

定
す
る
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

か
ら
入
力
し
、
当
該
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
行
政
機
関
等
は
、
当
該
処
分
通
知
等
が
電
子
署

名
を
要
す
る
も
の
と
認
め
る
と
き
は
、
入
力
す
る

事
項
に
つ
い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
当

該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
を
当
該
情
報
と

併
せ
て
当
該
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

政
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力

し
、
当
該
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
行
政
機

関
等
は
、
当
該
処
分
通
知
等
が
電
子
署
名
を
要
す

る
も
の
と
認
め
る
と
き
は
、
入
力
す
る
事
項
に
つ

い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署

名
に
係
る
電
子
証
明
書
を
当
該
情
報
と
併
せ
て
当

該
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り

処
分
通
知
等
を
受
け
る
旨
の
表
示
の
方
式
）

第
十
条

法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

主
務
省
令
で
定
め
る
方
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か
の
方
式
と
す
る
。

（
新
設
）

一

第
八
条
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て

行
う
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
の
入
力

二

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
処
分
通
知
等
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨

の
行
政
機
関
等
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う

届
出

（
処
分
通
知
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著

し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
）

第
十
一
条

法
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
主
務
省

令
で
定
め
る
場
合
は
、次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

（
新
設
）

一

処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対
面
に

よ
り
本
人
確
認
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
行
政
機

関
等
が
認
め
る
場
合

二

処
分
通
知
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の

原
本
を
交
付
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
と

行
政
機
関
等
が
認
め
る
場
合

令和元年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
縦
覧
等
の
方
法
）

（
縦
覧
等
の
方
法
）

第
十
二
条

行
政
機
関
等
は
、
法
第
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事

項
の
縦
覧
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
事

項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
、
行
政

機
関
等
の
事
務
所
に
備
え
置
く
電
子
計
算
機
の
映

像
面
に
表
示
す
る
方
法
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
録

さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
に
よ
る
方
法

に
よ
り
縦
覧
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
七
条

行
政
機
関
等
は
、
法
第
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項

の
縦
覧
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
事
項

を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
、
行
政
機

関
等
の
事
務
所
に
備
え
置
く
電
子
計
算
機
の
映
像

面
に
表
示
す
る
方
法
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ

れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
に
よ
る
方
法
に

よ
り
縦
覧
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
作
成
等
の
方
法
）

（
作
成
等
の
方
法
）

第
十
三
条

行
政
機
関
等
は
、
法
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
の
作
成
等
を
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
又
は

記
載
さ
れ
た
事
項
を
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
記
録
す

る
方
法
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方

法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く

こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。）を
も
っ
て
調
製
す
る

方
法
に
よ
り
作
成
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
八
条

行
政
機
関
等
は
、
法
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
の
作
成
等
を
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
又
は
記

載
さ
れ
た
事
項
を
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
記
録
す
る

方
法
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法

に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ

と
が
で
き
る
物
を
含
む
。）を
も
っ
て
調
製
す
る
方

法
に
よ
り
作
成
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

令和元年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
社
会
保
険
審
査
官
及
び
社
会
保
険
審
査
会
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

社
会
保
険
審
査
官
及
び
社
会
保
険
審
査
会
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
四
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
を
削
る
。

第
八
条
第
二
号
中
「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
」
を
「
情
報
通
信
技
術
を

活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七

条
と
す
る
。

第
九
条
を
第
八
条
と
し
、
第
十
条
を
第
九
条
と
す
る
。

（
労
働
保
険
審
査
官
及
び
労
働
保
険
審
査
会
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

労
働
保
険
審
査
官
及
び
労
働
保
険
審
査
会
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
労
働
省
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
三
を
削
る
。

第
五
条
の
四
第
二
号
中
「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
」
を
「
情
報
通
信
技

術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を

第
五
条
の
三
と
す
る
。

（
最
低
賃
金
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

最
低
賃
金
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
労
働
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
中
「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
」
を
「
情
報
通
信
技
術
を

活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、「「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
」
と
い
う
。）第
三
条
第
一
項
」
を「「
情

報
通
信
技
術
活
用
法
」
と
い
う
。）第
六
条
第
一
項
」
に
、「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
二
条
第
五
号
」
を
「
情
報
通
信

技
術
活
用
法
第
三
条
第
七
号
」
に
、「
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行

政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
、「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
八
条
の
三
中
「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
」
を
「
情
報
通
信
技
術

を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、「「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
五
号
」を「「
情

報
通
信
技
術
活
用
法
」
と
い
う
。）第
三
条
第
七
号
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政

運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
十
六
日
）か
ら
施
行
す
る
。

（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
」
を
「
情

報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
第
二
条
第
三
号
」
を
「
第
三
条
第
五
号
」
に
改
め

る
。

一

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
六
十
条

二

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
第
四
十
五
条

（
労
働
基
準
法
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
）

第
三
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
」
を
「
情

報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
、「
厚

生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」

を「
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」

に
、「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

一

労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
の
三

二

じ
ん
肺
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
労
働
省
令
第
六
号
）
第
三
十
八
条

三

労
働
災
害
防
止
団
体
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
労
働
省
令
第
十
九
号
）
第
十
三
条

四

炭
鉱
災
害
に
よ
る
一
酸
化
炭
素
中
毒
症
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
労
働
省
令
第
二
十

八
号
）
第
十
三
条

五

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
第
百
条
の
二

六

作
業
環
境
測
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
二
十
号
）
第
七
十
五
条

（
栄
養
士
法
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
）

第
四
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
」
を
「
情

報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め

る
。

一

栄
養
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
号
）
第
二
十
条
第
二
項

二

臨
床
工
学
技
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
九
号
）
第
七
条
第
三
項

三

義
肢
装
具
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
号
）
第
七
条
第
三
項
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第
八
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
三
条
第
一
項
」
を
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六

条
第
一
項
」
に
、「
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
、「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
情
報
通
信
技
術

利
用
法
第
三
条
第
一
項
」
を
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
」
に
、「
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係

る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
条
第
二
項
」
を
「
厚
生
労
働
省

の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
第
二
項
」

に
改
め
る
。

（
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
四
十
五
条
第
四
項
中
「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
」
を
「
情
報
通
信

技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、「「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
」
と
い
う
。）第
三
条
第
一
項
」

を「「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
」
と
い
う
。）第
六
条
第
一
項
」
に
、「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
二
条
第
五
号
」
を
「
情

報
通
信
技
術
活
用
法
第
三
条
第
七
号
」
に
、「
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通

信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用

し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
、「
第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
及
び
第

三
項
」
に
改
め
る
。

（
厚
生
労
働
省
関
係
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

厚
生
労
働
省
関
係
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令

第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
十
第
一
項
中
「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
」
を
「
情
報
通
信
技

術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」に
、「「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
」と
い
う
。）第
三
条
第
一
項
」を「「
情

報
通
信
技
術
活
用
法
」
と
い
う
。）第
六
条
第
一
項
」
に
、「
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お

け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信

技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
、「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
三
条
第
一
項
」
を
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
」に
、

「
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
第
四
条
第
一
項
」
を
「
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
三
条
第
一
項
」を「
情

報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
」
に
、「
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通

信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
条
第
二
項
」
を
「
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通

信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。
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